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内

閣

府

〇

令
第
四
号

国
土
交
通
省

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

総
理
府

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

建
設
省

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
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で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
六
（
第
十
条
関
係
）

別
表
第
六
（
第
十
条
関
係
）

規
制
標
示

規
制
標
示

［
略
］

［
同
上
］

指
示
標
示

指
示
標
示

横

断

歩

道

横

断

歩

道

（201）

（201）

記

号

色

彩

記

号

色

彩
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白

白
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斜

め

横

断

可

斜

め

横

断

可

（201の２）

（201の２）

記

号

色

彩

記

号

色

彩

一

時
間
を
限
定
し
て
行
う
場
合

一

時
間
を
限
定
し
て
行
う
場
合
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又
は
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二

終
日
行
う
場
合

二

終
日
行
う
場
合

（一）

（一）

白

又
は

白
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（二）

（二）
又
は

［
略
］

［
同
上
］
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備
考

［
略
］

備
考

［
同
上
］

備
考

表
中
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

１

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
道
路
標
示
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
も
の
は
、
当
分
の
間
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
改
正
後
の
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い

う
。
）
の
相
当
規
定
に
よ
る
種
類
の
道
路
標
示
と
み
な
す
。

旧

令

の

道

路

標

示

の

種

類

新

令

の

道

路

標

示

の

種

類

「
横
断
歩
道
」
を
表
示
す
る
も
の
（

）

「
横
断
歩
道
（

）
」

（201）

（201）

「
斜
め
横
断
可
」
を
表
示
す
る
も
の
（

）

「
斜
め
横
断
可
（

）
」

（201の２）

（201の２）


